
       

 
 
 

 

 

１．６０歳以降の労働条件について、本人希望に応じて短時間勤務（賃金は８割程度）を行えるようにすること。 

２．６０歳以降もＪＲ本体で就労できる選択肢を設けること。 

３．出向先について、キャリアプランが明確に描けるようにするため、具体的に明示すること。 

４．早期退職制度を廃止しないこと。 

５．転籍一時金について、転籍前より収入額が下がる場合は一時金に加えて差額分を補償すること。 

６．技術力の維持・向上の観点から、テクニカルリーダー職を廃案とし、技術専任職は廃止しないこと。 

７．技術力の維持・向上の観点から、在級年数短縮措置は現行のままとすること。 

８．能力昇給を廃案とし、現行の定期昇給額を維持すること。 

９．評価基準を明確にし、社員一人ひとりに対して具体的な評価内容とその理由を必ず説明すること。 

１０．ワンマン運転により負担が増している現状から、ワンマン手当（一律定額１０，０００円）を新設すること。 

また、都心部を走行する中編成および長編成ワンマン線区の運転士に対しては別途５，０００円を加えること。 

１１．業務手当の鉄道オペレーション①勤務の特性「作業ダイヤによる勤務に従事する社員」の支給額を増額し、 

月額１０，０００円とすること。 

１２．業務手当の鉄道オペレーション①勤務の特性「定例的に深夜帯に勤務する社員」の支給額を増額し、 

月額１５，０００円とすること。 

１３．子ども手当について、マネジメント手当支給対象者にも併給すること。 

１４．子ども手当を基準内賃金とすること。 

１５．配偶者が健康上等の理由で就労できない場合、また要介護２以上の扶養家族（実親を含む）が同居の場合、 

一人につき月額２０，０００円の生活支援手当を新設すること。 

１６．住宅等手当の地域額「地域Ｂ」の支給月額を３０，０００円とすること。 

１７．住宅等手当の地域額を基準内賃金とすること。 

１８．企業型確定拠出年金について、会社拠出金については職責に応じた金額ではなく年齢に応じた金額に 

改めること。 

１９．安全意識の維持・向上の観点から、運転無事故表彰を廃止しないこと。 

２０．異動および担務変更の希望把握については、面談を通じて丁寧に行うこと。また、異動および担務変更を 

行う際は本人希望を尊重すること。 
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